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「デイサービス グリーンシーズいずみ」 

地域密着型通所介護 

通所介護型サービス 

運営規定 

 

 

 

※当サービスの利用は、原則として「事業対象者」「要支援」「要介護」と認定された方が

対象となります。 

介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 

 

１． 事業所経営法人 

（１） 法人名     株式会社 GREEN SEEDS 

（２） 法人所在地   宮城県仙台市泉区根白石字町東 39 

（３） 電話番号    022-341-9211 

（４） 代表者名    代表取締役 白田 雄士 

 

２． 利用事業所 

（１） 事業所名称   デイサービス グリーンシーズいずみ 

（２） 事業所在地   宮城県仙台市泉区根白石字町東 39 

（３） 電話番号    022-341-9211 

（４） 管理者     福田 香帆 

（５） 事業の目的 

要支援、要介護状態等になった場合においても、その利用者が可能な限り、その居

宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要

な機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目指し

ます。 

（６） 運営の方針 

地域密着型通所介護・通所介護型サービス事業者は、利用者の要介護状態の軽減若

しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定

し、計画的におこないます。 

地域密着型通所介護・通所介護型サービスは、自らその提供する地域密着型通所介

護・通所介護型サービスの質の評価を行い、常にその改善を図っていくものとしま

す。 

（７） 開設年月日    令和 3年 10月 1日 

（８） 通所定員     10人 

当事業所は介護保険法に基づく許可を受けています。 

（事業所番号 0495500654 ） 
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３． 事業の実施地域及び営業時間 

（１） 通常の事業の実施区域 

   仙台市泉区、青葉区（みやぎ台、高野原、赤坂） 

   尚、地域密着型通所介護・通所介護型サービスの通常の事業の実施地域を超えて送迎

を希望される方は、送迎費の実費が必要になります。（片道 1ｋｍにつき 100円） 

 

（２） 営業日及び営業時間 

 

 

 

休業日：日曜日 年末・年始（12月 31日～1月 3日） 

 

４． 事業所の職員体制 

 当事業所では、利用者に対して地域密着型通所介護・通所介護型サービスを提供する職

員として、以下の職種の職員を配置しています。 

〈主な職員の配置状況〉 

職種 常勤 業務内容 

管理者兼介護職員 1名 事業所の運営、統括を行う。また、利用者

またはその家族等の相談に適切に応じ、必

要な助言、その他援助を行う。 

生活相談員 1名以上 利用者またはその家族等の相談に適切に応

じ、必要な助言、その他援助を行う。ま

た、利用者の残存機能を十分に活かし、在

宅で長く生活できるための必要な介護、支

援を行う。 

介護職員 １名以上 利用者の残存機能を十分に活かし、在宅で

長く生活できるための必要な介護、支援を

行う。 

機能訓練指導員 １名以上 在宅での生活を少しでも長く継続していけ

るよう、作業や家事動作を主体にした機能

訓練を行い、心身の機能の維持向上のため

の支援を行う。 

 

 

 

 

営業日 月・火・水・木・金・土・祝日 

営業時間 8:15～17:15 
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〈勤務体制〉 

職種 勤務体制 

管理者 

兼介護職員 

月・火・水・木・金・土・祝日 8:15～17:15    1名 

生活相談員 月・火・水・木・金・土・祝日 8:15～17:15    1名以上 

介護職員 月・火・水・木・金・土・祝日 8:15～17:15   1名以上 

機能訓練指導員 月・火・水・木・金・土・祝日 8:15～17:15   1名以上 

 

５． 当事業所が提供するサービスと利用料金 

（１） 当事業所では利用者に対して以下のサービスを提供します。 

①個別サービス計画の立案 

 ケアカンファレンスを行い、多職種共同で利用者ひとりひとりに合った計画を作成しま

す。あくまで利用者の自己決定・自己選択を重んじ、利用者本位の計画になるよう配慮

します。 

②残存機能を十分に活かした生活動作の支援 

 個別サービス計画に基づき、残存機能を活かした必要な支援をおこないます。過度の支

援は利用者の残存機能を奪うことになるため、利用者が主体的に動作を行えるよう十分

に配慮します。 

③機能訓練 

 個別サービス計画に基づき、利用者の自己決定・自己選択により作業や家事動作を通し

て心身の機能の維持向上を目指した機能訓練を実施します。 

④健康管理 

 その日の利用者の心身の健康の観察を行います。異常があれば、ご家族、関係各所に連

絡いたします。緊急の場合はご家族、関係各所と連携し問題解決に努めます。 

⑤食事（昼食のみ） 

 配食サービスを導入し、季節感のあるメニューを提供します。栄養のバランス、嗜好、

心身の状態に合わせた食事を提供します。 

⑥レクリエーション 

 利用者の趣味や希望を主体とした様々な活動を提供します。職員は利用者に主体的に活

動に参加していただけるよう十分配慮しレクリエーション計画を立案します。 

⑦その他自立への支援 

 

（２）－1基本料金（通所介護型サービス） 

・次表の金額（基本料金１）は、仙台市で定める通所介護型サービスの基本となる報酬単

価です。 

・右の欄（基本料金 2・3・4）に記載してある金額は１ヶ月のご利用当たりの自己負担額
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です。 

・（基本料金２）に記載された金額に、介護保険法で定める利用者のご利用状況に該当す

る各種加算が付加されます。（「（３）－1加算」をご覧ください。） 

区分 基本単位 基本料金１ 

（１単位=10.27 円） 

基本料金２ 基本料金３ 基本料金４ 

自己負担額 

（１割負担） 

自己負担額 

（2 割負担） 

自己負担額 

（3 割負担） 

要支援１ １，７９８単位 １８，４６５円 １，８４７円 ３，６９３円 ５，５４０円 

要支援２ ３，６２１単位 ３７，１８７円 ３，７１９円 ７，４３８円 １１，１５７円 

 

（２） －2（介護保険の給付対象となるサービス） 

・次表の金額（基本料金１）は介護保険法で定める地域密着型通所介護の基本となる報酬

単価です。 

・右の欄（基本料金 2・3・4）に記載してある金額は、１回のご利用当たりの自己負担額

であり、月単位の基本料金合計を実際に算出する方法とは計算順序が異なります。 

・（基本料金 2）に記載された金額に、介護保険法で定める利用者のご利用状況に該当する

各種加算が付加されます。（「（３）－2加算」をご覧ください。） 

要介護

の区分 

サービス提供時間 

及び提供する区分 

基本単位 基本料金１ 

（１単位=10.27円） 

基本料金 2 基本料金 3 基本料金 4 

自己負担額 

（１割負担） 

自己負担額 

（２割負担） 

自己負担額 

（３割負担） 

要介護１ 7時間～8時間 ７５３単位 ７，７３３円 ７７３円 １，５４６円 ２，３１９円 

要介護２ 7時間～8時間 ８９０単位 ９，１４０円 ９１４円 １，８２８円 ２，７４２円 

要介護３ 7時間～8時間 １，０３２単位 １０，５９８円 １，０６０円 ２，１２０円 ３，１８０円 

要介護４ 7時間～8時間 １，１７２単位 １２，０３６円 １，２０４円 ２，４０８円 ３，６１１円 

要介護５ 7時間～8時間 １，３１２単位 １３，４７４円 １，３４８円 ２，６９５円 ４，０４３円 

・基本料金は実際にサービスの提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画に定められ 

た地域密着型通所介護の提供に要する目安の時間を基準とします。 

 

（３） －１加算 

通所介護型サービスに係る加算は以下の通りです。 

加算の種類 加算の該当条件 加算単位 基準額 自己負担分 

（１割負担） 

自己負担分 

（２割負担） 

自己負担分 

（３割負担） 

事業所評価加算 要支援１，２ １２０単位 １，２３２円（１ヶ月） １２４円 

（１ヶ月） 

２４７円 

（１ヶ月） 

３７０円 

（１ヶ月） 

介護職員等処遇

改善加算Ⅲ 

合計単位数×80/1000 
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（３）－２加算 

介護保険法で定められている地域密着型通所介護に係る加算は以下の通りです。 

加算の種類 加算の該当条件 加算単位 基準額 自己負担分 

（１割） 

自己負担分 

（2 割） 

自己負担分 

（3 割） 

入浴介助加算Ⅰ 入浴サービスをうけた場合 ４０単位 ４１０円 

（１回） 

４１円 

（１回） 

８２円 

（１回） 

１２３円 

（１回） 

入浴介助加算Ⅱ 入浴計画をもとに、在宅で入浴

が継続できるよう入浴サービス

をうけた場合 

５５単位 ５６４円 

（１回） 

５７円 

（１回） 

１１３円 

（１回） 

１７０円 

（１回） 

個別機能訓練加算

Ⅰ（イ） 

生活機能改善のための機能訓練 ５６単位 ５７５円 

（１回） 

５８円 

（１回） 

１１５円 

（１回） 

１７３円 

（１回） 

若年性認知症受入

加算 

若年性認知症の診断を受けた 

６５歳未満の方 

６０単位 ６１６円 

（１回） 

６２円 

（１回） 

１２４円 

（１回） 

１８５円 

（１回） 

介護職員等処遇

改善加算Ⅲ 

合計単位数×80/1000 

 

（４）利用者負担金 

 介護保険が適用になる利用者（事業対象者または、要支援者または、要介護認定を受け

ている方）は、前述（２）の（基本料金２～４）＋加算（３）の合計額をお支払いいただ

きます。ただし、介護保険の給付の範囲を超えた部分に関しましては、全額自己負担（前

期（２）の（基本料金１））となります。 

 

（５）その他、利用者の実費負担になるもの（介護保険の給付とならないサービス） 

以下のサービスは、利用者のご希望による選択（任意）により実施、ご利用金額の全額 

が利用者のご負担になります。 

種類 基準額 備考 

食費 ６５０円 １食あたり 

趣味活動材料費 実費 趣味活動の材料費（参加者のみ） 

リハビリパンツ １５０円 １枚あたり（現物でも可） 

尿取りパッド １００円 １枚あたり（現物でも可） 

複写物 １０円 １枚あたり 

 

（６）その他 

(ア) 償還払い 

利用者がまだ要介護認定を受けていない場合は、サービス利用料金の全額を一旦

お支払いいただきます。要介護の認定をうけた後、自己負担額を除く金額が介護

保険から払い戻されます。償還払いとなる場合、保険給付の申請を行うために必

要とある事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

(イ) 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に応じて利用者の負担
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額を変更します。 

(ウ) 経済状況の著しい変化、その他やむを得ない理由がある場合、相当な額に変更す

ることがあります。その場合直前に変更の内容と変更する事由について、変更を

行う１ヶ月前までにご説明します。 

 

 

（７）キャンセル料について 

前日の営業時間までにキャンセルの連絡をいただいた場合についてはキャンセル料を

請求いたしません。 

  当日のキャンセルについては、当日の食費６５０円をキャンセル料として頂戴いたし

ます。 

 

（８）暫定でサービスを受けていて非該当の認定で決定した場合の利用料金について 

種類 基準額 備考 

デイ利用 ４，０００円 一律 

入浴サービス ５００円 １回 

その他、上記（５）のサービスを受けた場合の金額の合計とする。 

 

６． 利用料金のお支払い方法 

利用料金は、１ヶ月ごとに計算し、ご請求いたしますので、口座引き落とし以外での

お支払いの場合は、請求書到着日より７日間以内に以下（①・②）のいずれかの方法

でお支払いください。（１ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用

日数に基づいて計算した金額とします） 

 

① 口座引落 

② 窓口での現金支払い 

③ 振込み：七十七銀行 向陽台支店 

    普通預金 口座番号 ５３８０２２７ 

    株式会社 GREEN SEEDS 代表取締役 白田 雄士 

             （振込み手数料はご負担願います。） 

 

７． 事故発生時の対応について 

（１） 緊急連絡先 

  サービス提供中に事故や利用者の容態の急変等、緊急の場合には「同意書」に記入 

いただいた連絡先に速やかにご連絡します。 

また、必要に応じて主治医、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、行政機 
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関等へも連絡、報告します。 

（２） 損害賠償について 

  当事業所において、事業者の責任により利用者に生じた損害については、速やかに 

対処します。守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、その損害の発生につ 

いて、利用者に故意または過失が認められる場合には、利用者の心身の状況を斟酌 

して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

（３） 事故防止、再発防止対策 

  当事業所において「事故報告書」を整備し、事故の原因、対策、改善をスタッフ全 

員で周知し情報共有を図り、事故の再発防止に日々努めます。 

 

８．緊急時の対応方法について 

利用者の容態に変化等があった場合は、かかりつけ医師に連絡する等必要な措置 

を講じる他、事 前にお聞きする緊急連絡先のご家族の方に速やかに連絡いたしま

す。 

 

９．苦情（相談）の対応について 

当事業所では、利用者、家族よりの苦情（相談）に適切に対応する体制を整備し、苦

情（相談）受付担当者、苦情（相談）解決責任者を置き利用者、家族からの苦情（相

談に対応いたします。 

（１） 苦情（相談）受付担当者 生活相談員 笹井 由美 

連絡先：022-341-9211 

（２） 苦情（相談）解決責任者  代表取締役 白田 雄士 

（３）苦情解決の方法 

 ・生活相談員が窓口となり、直接、電話、書面等により随時受付をいたします。 

 ・苦情（相談）受付担当者が苦情（相談）を受付後、苦情（相談）解決責任者へ報告 

し、内容を確認したあと、申し出人に対して受け付けた旨を通知いたします。 

 ・苦情（相談）解決責任者は、全スタッフに周知し、苦情（相談）に対して誠意を持っ 

  て話し合い、適切に解決できるように努めます。 

（４） その他の相談・苦情受付窓口としては、下記の窓口があります。 

① 仙台市の相談・苦情受付窓口 

仙台市健康福祉局 介護事業支援課 居宅サービス指導係 

TEL：０２２－２１４－８１９２ 

② 国民健康保険団体連合会の苦情受付窓口 

宮城県国民健康保険団体連合会 

TEL：０２２－２２２－７７００ 

③ 仙台市泉区の相談・苦情受付窓口 
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仙台市泉区役所介護保険係 

TEL：０２２－３７２－３１１１ 

④ 仙台市青葉区の相談・苦情受付窓口 

仙台市青葉区役所介護保険係 

TEL：０２２－２２５－７２１１ 

 

 

１０．地域密着型通所介護・通所介護型サービス利用にあたっての留意事項 

当事業所のご利用にあたって、通所介護・通所介護型サービスご利用者の共同利用の場 

としての快適性、安全性を確保するため、以下の事項をお守りください。 

（１） 喫煙 

喫煙は定められた場所でお願いします。 

（２） 設備・備品の利用 

本来の用法に従いご利用ください。これに反したご利用により、破損等が生じた

場合、賠償していただくことがあります。故意に、またはわずかな注意を払えば

避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、利

用者のご負担により現状に復していただくか、または相当の代価をお支払いいた

だく場合があります。 

（３） 金銭・貴重品の持ち込み 

金銭についてはお預かりいたしません。利用者、家族の管理とさせていただきま

す。 

 （４）当事業所では、利用者に安心してご利用いただくために、営利行為、宗教の勧 

誘、特定の政治活動を行うことはできません。 

 （５）その他 

    当事業所についての詳細はパンフレットをご用意いたしておりますのでご覧下 

さい。 

１１．災害対策 

 （１）非常災害設備 

    火災報知機、消化器 

（２）訓練 

年２回以上の避難訓練を行い、災害時においても利用者の安全が最大限確保でき 

るよう努めます。 

 

１２．守秘義務 

  事業所およびサービス従業者または従業員は、サービスを提供するにあたって知り得 

  た利用者または家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。退職 
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後も同様といたします。 

但し、利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に利用者の心身等 

の情報を提供します。 

 

１３．個人情報の管理 

事業所は、利用者及びその家族に関する個人情報が含 まれる記録物（紙によるもの 

の他、電磁的記録を含 む。）については、善良な管理者の注意をもって管理 し、ま 

た処分の際にも第三者への漏洩を防止するもの とします。 

 

１４．身体拘束廃止 

利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。但し、利用者本 

人または、他の利用者の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記 

録に記載するなど、適切な手続きにより身体を拘束する場合があります。 

 

１５．虐待防止 

高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理 

念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資する 

ことを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め、 

高齢者虐待に該当する身体的虐待、精神的虐待、性的虐待、経済的虐待、介護放棄 

のいずれも行いません。また、虐待が発覚した場合は法人全体で速やかに共有し 

利用者、家族、各関係機関への報告を行います。 

また、当法人では、虐待防止委員会（全事業所から選任）を設置しており、年２回 

の定期的な研修や、定期的な委員会主催の会議を開催し、虐待の芽が生まれないよ 

う努めます。 

私たちは虐待を絶対に許しません。 

 

（１）虐待防止委員会委員長 デイサービス グリーンシーズいずみ 

管理者 福田 香帆 

（２）虐待防止統括責任者  株式会社 GREEN SEEDS 

代表取締役 白田 雄士 

 

１６．サービス提供における事業者の義務 

  当事業所では利用者にサービスを提供するにあたり、以下のことを守ります。 

（１） 利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。 
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（２） 利用者の体調、健康状態から見て必要な場合には、医療機関と連携の上、利用

者から聴取、確認します。 

（３） 当事業所でのサービスは、通所介護計画に基づいて提供されます。この計画は

利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成されますが、その際、

本人、扶養者（本人の家族・後見人等）の希望を十分に取り入れ、また計画の

内容については同意をいただいた上でサービスを提供します。 

これらのサービス提供に関した記録は５年間保管します。この記録は利用者ま

たは代理人の希望により閲覧・謄写できます。 

 

１７．サービス利用をやめる場合 

  利用期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することがで 

きます。 

（１） 利用者が死亡した場合 

（２） 事業者が破産した場合、またはやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合 

（３） 事業者の過失や重大な毀損により、利用者に対するサービスの提供が不可能にな

った場合 

（４） 当事業所が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合 

（５） 利用者からの解約または解除の申し出があった場合 

尚、以下の事項に該当する場合には即時に解約・解除することができます。 

② 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

②事業者もしくはサービス従業者が正当な理由なく通所介護サービス・通所型サ

ービスを実施しない場合 

③事業者もしくはサービス従業者が守秘義務に違反した場合 

④事業者もしくはサービス従業者が故意または過失によりご契約者の身体・財

産・信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大

な事情がみとめられる場合 

⑤他の利用者が利用者の身体・財産・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐

れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

 （６） 事業者から解除を申し出た場合 

     ①利用者が、利用時にその心身の状況及び病歴等の重要事項において、故意に 

これを告げず、または不実の告知を行い、その結果利用を継続しがたい重大な 

事情を生じさせた場合 

②利用者によるサービス利用料金の支払いが２ヶ月以上遅延し、相当期間を定 

めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③利用者が故意または重大な過失により事業者または、サービス従業者もしく 

は他の利用者の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、または著しい不信行為な 
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どを行うことによって、利用を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

④著しい身体機能の低下等により、体力的にサービスの利用に耐えられないと 

判断される場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和６年 6月 1日改訂） 
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個人情報使用同意書 

 

１．個人情報の内容 

「個人情報」とは、個人および家族に関する情報であって、特定の個人が識別され得るも

のをいう。氏名、住所、健康状態、病歴、家族状況等、事業所が介護保険サービスを行う

ために最低限必要な利用者や家族の個人に関する情報をいう。 

 

２．使用する範囲および目的 

（１）サービスに質の向上、その他当事業所での管理運営業務に利用する場合。 

（２）他の居宅サービス事業所や居宅介護支援事業所等の連携、照会への回答。 

（３）介護保険事務のうち、審査支払い機関や行政機関、保険者等への明細書の請求また 

は照会への回答。 

（４）当該本人の診療等にあたり医療機関等からの意見・助言を求める場合。 

（５）当該家族への身体状況の説明、賠償保険等に関わる保険会社等への相談、届出の

為。 

（６）介護サービスや業務の維持・改善のための資料作成、事例検討や研修、事故検討資

料とする為。 

（７）満足度調査や業務改善のためのアンケート、学生実習への協力の為。 

（８）他の法令に基づく公的機関等への情報提供の為。 

 

※事業所の広報誌、ホームページ、パンフレット等に写真が掲載される場合があります。 

写真の掲載についてはどちらか一方をお選びください 

□ 掲載を許可します。 備考 

□ 掲載は許可できません。 

 

３．使用にあたっての条件 

（１）個人情報の提供は上記２．に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供

の際には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

（２）事業者は個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておくこと。 

（３）同意については、後からいつでも撤回、変更等をすることができるものとする。 

 

 

 

 

 

 


